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第第第１１１章章章 「「「桜桜桜井井井市市市水水水道道道ビビビジジジョョョンンン」」」策策策定定定ののの背背背景景景ととと目目目的的的

桜井市では、昭和 30 年 2 月に上水道事業＊を創設し、段階的に給水区域を拡張す

るとともに、２つの簡易水道事業＊を創設し、安全な水道水の普及に努めてきました。

また、人口の増加や生活水準の向上に伴う水需要の増加に対応するため、順次、水

道施設の新設や増設を行い、水道水の安定供給に努めてきました。

水道事業＊は、お客さまの水道使用による料金収入により支えられていますが、近年、

人口の減少や節水行動などにより、水道使用量は減少しており、今後もこの状況が続

くものと見込まれています。

水道は、市民生活に欠くことのできないものであり、地震等の災害時であっても安

定して給水＊を継続することが求められています。一方で、水道施設の老朽化が進行し

ており、多くの水道施設が更新時期にさしかかろうとしています。

これらの水道施設の更新や耐震化は収入の増加につながるものではなく、長引く不

況の中で、これらを推進するための財源の確保も課題となっています。

このような状況は、全国の水道事業体を見渡してみても例外ではなく、厚生労働省

では、関係者が共通の目標（水道の将来像）を持って、互いに連携しながら、これら

の課題の改善に取り組むことができるように、平成 16 年 6 月に「水道ビジョン＊」

を策定しています（平成 20 年 7 月改訂）。

また、これらを各地域の水道事業者が具体的に進めることができるように、平成 17

年 10 月には「地域水道ビジョン作成の手引き」をまとめ、各水道事業者は、その手

引きに基づいて、地域水道ビジョンを策定することが望ましいとしています。

そこで、桜井市における水道事業の現状と将来見通しを分析・評価した上で、桜井

市水道事業が目指すべき将来像を描き、さらに、その将来像の実現に向けた取組を検

討し、これを「桜井市水道ビジョン」としてとりまとめました。

なお、「桜井市水道ビジョン」の目標年度は、現在から概ね 20 年後の平成 42 年度

と設定します。

今後は、この「桜井市水道ビジョン」に基づいて、水道事業の運営や改善に取り組

んでまいります。

「*」記号のある語句の意味については、「付録：用語集」をご参照下さい。
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第第第２２２章章章 桜桜桜井井井市市市水水水道道道事事事業業業ののの概概概要要要

１．桜井市の概況

１．１ 位置

桜井市は、奈良盆地の中央東南部に位置し、東経 135

度 51 分、北緯 34 度 31 分に市の中心部があり、東西

11.9km、南北 16.4km、面積は 98.92km2で、奈良

県総面積の 2.7％を占めています。

県庁所在地の奈良市までは、20km 圏（30 分圏）、

大阪市へは 40km 圏（１時間圏）にあります。

１．２ 気候

市街地を形成している奈良盆地、大和高原南部丘陵地

もしくは山岳地とで気候条件が異なり、盆地山麓気候と

丘陵気候とに大別されます。

丘陵部は、盆地部より気温がやや低く、降雨はやや多くなっています。全般的に夏

の暑さ、冬の寒さは厳しく、盆地から山麓、さらに丘陵への移動型気候となっており、

地域によって感じる気候は多岐にわたっています。

１．３ 地勢

北部は、貝ケ平山、藺生峠、竜王山を経て奈良市、天理市に続き、南部は、竜門岳

を境として吉野郡に、さらに、熊ケ岳、経ケ塚の山峰を擁し、宇陀市におよんでいま

す。

中央部から東へは、三輪、巻向、初瀬の山々が連峰し、大和高原の一部となってい

ます。

これらの山々に囲まれ、平坦部は、西北部にしだいに傾斜しながら大和平野にひろ

がり、田原本町、橿原市と隣接しています。

河川は、大和川の源流である大和川（初瀬川）、粟原川、寺川、米川、巻向川などが

流れています。

市域全面積の約 60％が山間部であり、地質は、硬質で安定した斑れい岩類を含ん

だ花崗岩で形成されています。

出典）桜井市ホームページ
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２．桜井市の水道事業

２．１ 給水区域と主要水道施設

桜井市には 1 つの上水道事業（桜井市水道事業）と 2 つの簡易水道事業（小夫簡易

水道事業、笠簡易水道事業）があります。

また、上水道事業の給水区域については、地域の水需要や標高、ならびに水道施設

の能力に応じて配水＊区域を設定し、水道水を供給しています。

給水区域と主要水道施設
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２．２ 水道事業の沿革

桜井市の上水道事業（桜井市水道事業）は昭和 30 年 2 月（当時桜井町）に国の認

可を受け工事に着手し、昭和 32 年 10 月に給水戸数 150 戸により給水を開始しま

した。

この他、初瀬町は昭和 32 年 10 月に給水を開始して、昭和 34 年に桜井市に合併

しており、大三輪町は昭和 35 年 10 月に給水を開始し、昭和 38 年に桜井市に合併

しています。

以降、水需要の増加や給水区域の拡張に対応するため、これまでに第 5 次までの拡

張事業に取り組んでいます。現在は、さらなる給水区域の拡張に着手していく段階に

あります。

また、現在桜井市には、小夫簡易水道と笠簡易水道の 2 つの簡易水道事業があり、

それぞれ小夫地区、笠地区に給水しています。

水道事業の沿革

年月 事業
計画給水人口

（人）
計画１日最大給水量

（ｍ3/日）

昭和30年 2月 上水道創設事業 25,000 4,500

昭和42年12月 第1次上水道拡張事業 47,000 18,500

昭和47年 3月 第2次上水道拡張事業 57,000 21,000

昭和52年12月 第3次上水道拡張事業 60,000 27,000

昭和60年 6月 第4次上水道拡張事業 65,000 34,000

平成10年12月 第5次上水道拡張事業 71,000 33,000

平成22年 3月 〃 変更届出 59,500 22,200

簡易水道事業の概要

給水開始年月 地区
計画給水人口

（人）
計画１日最大給水量

（ｍ3/日）

昭和57年 4月 小夫地区 340 85

平成 9年 9月 笠地区 380 198
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３．桜井市の水道水源と水道施設

３．１ 水道水源と浄水場

桜井市水道事業の水道水源には、倉橋溜池（湖沼水）、地下水（浅井戸＊・深井戸＊）

及び初瀬ダムがあり、倉橋溜池と地下水については外山浄水場で、初瀬ダムについて

は初瀬浄水場で浄水＊処理しています。この他、奈良県営水道（桜井浄水場、御所浄水

場）から浄水を受水＊しています。

簡易水道事業については、小夫簡易水道では嵩川、笠簡易水道では滝川第１支川か

らそれぞれ取水＊して、浄水処理しています。

①外山浄水場（計画処理水量：17,179ｍ3/日）

外山浄水場の水源のうち、倉橋溜池（湖沼水）と浅井戸については凝集沈澱＊、急速

ろ過＊方式で浄水処理した後、必要に応じて活性炭処理＊を行っています。

深井戸については脱炭酸処理＊により浄水処理しています。

②初瀬浄水場（計画処理水量：2,500ｍ3/日）

初瀬浄水場は、初瀬ダム水を水源として、凝集沈澱、急速ろ過方式で浄水処理した

後、必要に応じて活性炭処理を行っています。
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③小夫浄水場［小夫簡易水道浄水施設］（計画処理水量：85ｍ3/日）

小夫浄水場は、嵩川表流水を水源として、緩速ろ過＊方式で浄水処理しています。

④滝川浄水場［笠簡易水道浄水施設］（計画処理水量：220ｍ3/日）

滝川浄水場は、滝川第１支川（表流水）を水源として、除濁、急速ろ過方式で浄水

処理しています。

初瀬ダム

滝川
１第 支川

パイプ
ミキサー

除濁機
急速
ろ過機

浄水池

凝集剤

中継
ポンプ槽

次亜塩素

配
水
池

次亜塩素
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３．２ 浄水場別給水量

桜井市水道事業の給水区域における平成 20 年度の浄水場別年間給水量は下図のと

おりであり、外山浄水場が最も多く 6 割程度を占めています。次いで奈良県営水道が

3 割程度、初瀬浄水場が 1 割程度となっています。

浄水場別年間給水量（平成 20 年度）

4,329千m
3
, 62%

614千m3, 9%

1,998千m3, 29%

外山浄水場

初瀬浄水場

奈良県営水道

外山浄水場
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３．３ 配水池

桜井市水道事業では、地域の水需要や標高にあわせて適切な高さに配水池を設置し、

自然流下＊方式により配水しています。

配水池一覧

系統 名称
配水池容量

（ｍ3）

１日最大配水量

（ｍ3）

外山浄水場 恩ヶ芝
おんがしば

配水池 10,300 13,669

初瀬
はせ

配水池 1,200

白河
しらが

配水池 64

狛・岩坂
こま・いわさか

配水池 81

外鎌
とがま

山
やま

配水池 5,000

倉橋
くらはし

配水池 99

粟原
おおばら

配水池 81

下り尾
さがりお

配水池 45

高家
たいえ

配水池 3,500

上高家
かみたいえ

配水池 110

吉隠
よなばり

配水池 60 46

１日最大配水量は各配水池における平成20年度実績最大値を示す。

2,095

3,683

2,391

初瀬浄水場

奈良県営水道

恩ヶ芝配水池
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３．４ 管路

桜井市水道事業の平成 20 年度末現在の管路延長は約 330km であり、その内訳は

導水＊管が約 3km、送水＊管が約 7km、配水管が約 320km となっています。

管種別で見ると、ダクタイル鋳鉄管＊が 8 割近くを占めていますが、そのうち離脱

防止機能を備えた耐震形継手＊管が全体の２割程度、延長にして約 68km が布設され

ています。

一方で、強度の劣る石綿セメント管＊が 8％を占め、延長にして約 25km が残存し

ています。

管路の管種別内訳

ダクタイル鋳鉄管
58%

ダクタイル鋳鉄管
（耐震継手）

21%鋼管
1%

石綿セメント管
8%

硬質塩化ビニル管
4%

ポリエチレン管
8%

その他
0%

ダクタイル鋳鉄管（耐震継手） ダクタイル鋳鉄管 鋼管

石綿セメント管 硬質塩化ビニル管 ポリエチレン管

その他
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第第第３３３章章章 将将将来来来ののの見見見通通通ししし

１．給水人口、給水量の見通し

桜井市水道事業の給水人口は、近年微減傾向にあり、平成 20 年度で 59,953 人と

なっています。国立社会保障・人口問題研究所で推計した行政区域内人口（「日本の市

区町村別将来推計人口（平成 20 年 12 月推計）」）をベースに将来の給水人口を推計

したところ、今後、減少の度合いが高まり、平成 32 年度で約 55,000 人、平成 42

年度で約 49,000 人まで減少するものと予測しています。

一方、給水量についても、近年は微減傾向にあり、平成 20 年度における一日最大

給水量＊は 21,554ｍ3/日となっています。中和幹線沿道地区周辺の大規模開発によ

る新たな水需要の発生も期待されますが、給水人口の減少等により、今後も微減傾向

で推移するものと考えており、一日最大給水量は平成 32 年度で約 20,700ｍ3/日、

平成 42 年度で約 19,600ｍ3/日と見込んでいます。

給水人口、一日最大給水量の実績と将来見通し

0
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20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

H12 H14 H16 H18 H20 H22 H24 H26 H28 H30 H32 H34 H36 H38 H40 H42

年度

給
水
人
口

（
人

）

0

5,000

10,000
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30,000

35,000

給
水
量

（
ｍ
/
日

）

一日最大給水量（実績値） 一日最大給水量（予測値）

給水人口（実績値） 給水人口（予測値）
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２．更新需要の見通し

ここでは、「水道事業におけるアセットマネジメント＊に関する手引き（厚生労働省）」

（以降「手引き」と称す）を参考に、水道施設を「構造物及び設備」と「管路」に分

類して、法定耐用年数で更新する場合と「構造物及び設備」については使用実態や維

持補修による長寿命化、「管路」については重要度・優先度を考慮する場合の更新需要

を試算しました。

その結果、「構造物及び設備」の更新需要については、2011 年度（平成 23 年度）

から 2030 年度（平成 42 年度）までの 20 年間で、法定耐用年数で更新する場合は

46 億円程度（年間 2.3 億円程度）、長寿命化を考慮する場合は 28 億円程度（年間

1.4 億円程度）と試算されました。

次に、「管路」の更新需要について見ると、法定耐用年数で更新する場合は各期間の

更新需要は均衡しており、2011 年度から 2030 年度までの 20 年間で 130 億円程

度（年間 6.5 億円程度）と試算されました。重要度・優先度を考慮する場合は、2026

年度（平成 38 年度）以降に大きな更新需要が発生することになり、2011 年度から

2030年度までの20年間で48億円程度（年間2.4億円程度）であったものが、2031

年度（平成 43 年度）から 2050 年度（平成 62 年度）までの 20 年間では 150 億

円程度（年間 7.5 億円程度）になるものと試算されました。

試算結果から、今後の水道施設の更新に当たっては、水道施設の適切な維持補修に

より延命化を図りつつ、重要度や優先度を考慮して、計画的かつ効率的に行っていく

必要があると考えています。一方で、次世代の負担が過大とならないよう、更新に必

要な財源を確保するとともに、水需要に応じた規模の適正化を図ることも重要と考え

ています。

○更新需要の試算方法

◆試算に使用したデータ

構造物及び設備・・有形固定資産の年齢別資産額

管路・・・・・・・布設年度別管路延長

◆更新需要の試算方法

構造物及び設備・・耐用年数を迎える構造物及び設備の資産額

管路・・・・・・・耐用年数を迎える管路の工事費（管路延長×布設単価）

◆法定耐用年数

建築物（50年）、土木構造物（60 年）、電気設備（20 年）、機械設備（15 年）

取・導水管（40年）、送水管（40 年）、配水本管（40 年）、配水支管（40 年）

◆長寿命化（構造物及び設備）、または重要度・優先度（管路）を考慮した耐用年数

建築物（70年）、土木構造物（80 年）、電気設備（30 年）、機械設備（25 年）

取・導水管（40年）、送水管（40 年）、配水本管（40 年）、配水支管（60 年）
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構造物及び設備の更新需要（法定耐用年数で更新）

更新需要（構造物及び設備）
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管路の更新需要（法定耐用年数で更新）
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第第第４４４章章章 桜桜桜井井井市市市水水水道道道事事事業業業ののの現現現状状状

水道ビジョン（厚生労働省）では、「安心」、「安定」、「持続」、「環境」、「国際」を５

つの主要政策課題として位置づけています。

ここでは、この 5 つの視点から桜井市水道事業の現状について整理します。

１．安心

１．１ 原水水質と浄水方法

現在の桜井市水道事業の主な水源には、外山浄水場で処理している湖沼水（倉橋溜

池）と地下水（浅井戸、深井戸）、及び初瀬浄水場で処理しているダム水（初瀬ダム）

があります。

外山浄水場では、原水の汚染要因として、降雨等による高濁水の発生に備える必要

があり、水質管理上注意すべき事項として、濁度＊とクリプトスポリジウム＊が挙げら

れます。初瀬浄水場では、原水の汚染要因として、藻類の発生に備える必要があり、

水質管理上注意すべき事項として、臭気物質＊とクリプトスポリジウムが挙げられます。

各浄水場では、原水や浄水場出口において全項目検査等を実施し、原水の汚染要因

を踏まえつつ、適正な浄水処理を行っています。

特に、クリプトスポリジウムについては、各原水においてクリプトスポリジウム及

びその指標菌＊の検査を行うとともに浄水処理過程でのろ過後の濁度が 0.1 度以下で

あることを常時監視しています。また、6 月から 11 月まで外山浄水場と初瀬浄水場

では活性炭処理を行い、夏季の水温上昇につれ濃度上昇が見込まれるトリハロメタン＊

等の消毒副生成物＊の低減や臭気物質の除去を図っています。

原水水質と浄水方法

浄水場名 外山浄水場 初瀬浄水場

水源
・湖沼水（倉橋溜池）

・地下水（浅井戸、深井戸）
・ダム水（初瀬ダム）

浄水処理方式

・薬品沈澱

・急速ろ過

・塩素消毒

・（活性炭ろ過）

・薬品沈澱

・急速ろ過

・塩素消毒

・（活性炭ろ過）

原水の汚染要因 ・降雨等による高濁水発生 ・藻類発生

水質管理上注意すべき事項
・濁度

・クリプトスポリジウム

・臭気物質

・クリプトスポリジウム
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１．２ 給水水質の状況

水道水について、これまでの検査結果から水質基準を超過した項目はありませんが、

水質に対する苦情については、年間 15 件（平成 20 年度）寄せられています。その

内容については、多いものから順に「気泡による白濁」、「給湯器等を介した水の色」、

「カルキ臭」、「雑菌による水周りの異物付着」となっており、水道水質の問題だけで

はなく、給水器具に由来するものも多く含まれています。

また、平成 21 年秋に実施した「桜井市水道事業基本計画市民アンケート」（以降「市

民アンケート」と称す）において、普段の飲み水についてお聞きしました。その結果、

「じゃ口から出たそのままの水道水」とお答えになった方が最も多く、「冷やした水道

水」、「沸かした水道水」、「浄水器を通した水」も含めますと、水道水を飲まれる方が

多い結果となっています。

ただし、水道水をそのまま飲まれない方を対象に、その理由についてお聞きしたと

ころ、「安全性に不安がある」といった意見が最も多く、次いで「塩素臭・カルキ臭が

気になる」、「おいしくない」といった意見も見られます。

そのままの水道水
35%

冷やした水道水
2%

沸かした水道水

22%

浄水器を通した水
23%

ペットボトル水
16%

その他
0%

自家井戸水

2%

そのままの水道水 冷やした水道水 沸かした水道水 浄水器を通した水

ペットボトル水 自家井戸水 その他

Ｑ：普段「飲み水」として主に何を利用していますか。

※ 桜井市水道事業基本計画市民アンケート
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0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

安全性に不安

塩素臭・カルキ臭

おいしくない

貯水槽の管理に心配

カビくさい

その他

Ｑ：そのまま飲んでいない理由について、あてはまるものは何ですか（複数回答）。

※ 桜井市水道事業基本計画市民アンケート

１．３ 水質管理体制

桜井市水道事業では、水道水の水質検査の項目、採水地点、頻度などを示した「水

質検査計画」を策定し、これに沿って水質検査を行い、その結果を公表することによ

り、お客さまにご利用頂いている水道水が安全であることをお知らせしています。

平成 21 年度は、水道法＊第 20 条に基づく定期の水質検査を、13 箇所で行ってい

ます。この他、1 日 1 回以上行う水質検査を、連続自動測定機器による 3 箇所を含む

合計 15 箇所で行っています。

また、外山浄水場及び初瀬浄水場の原水についても検査を行うとともに、浄水処理

が適正に行われていることを確認するため、浄水場の出口の水についても検査を行っ

ています。

水質基準項目＊、水質管理目標設定項目＊、原水の検査及び桜井市が独自に実施する

検査については、奈良広域水質検査センター組合と厚生労働大臣の登録を受けた民間

検査機関に検査を委託しています。

この他、水源から給水栓までの間で問題が発生した場合は、水道法に基づく臨時の

水質検査を行います。

なお、水質検査委託先の測定値の信頼性を確認するため、毎年、厚生労働省健康局、

奈良県水道水質精度管理連絡会で行う外部精度管理の結果及び委託先で独自で行う精
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度管理結果の確認を行い、水質検査結果の信頼性保証に努めています。

１．４ 貯水槽水道、直結給水の状況

平成 13 年の水道法改正で「貯水槽水道＊」が定義され、供給側の水道事業者及び貯

水槽水道の設置者の責任の所在を供給規程で明らかにするようにされています。

桜井市水道事業では、一時に多量の水を使用する箇所、3 階以上の構築物の場合は

受水槽の設置（貯水槽水道）を規定しています（桜井市水道給水条例施行規程）。

桜井市水道事業では平成 20 年度末現在、約 160 件の貯水槽水道がありますが、

貯水槽の清掃や点検が適切に行われていないと衛生面における問題が懸念されるため、

貯水槽水道の管理者に対して、適正な管理を求めています。

貯水槽水道について（桜井市上下水道部ホームページ）

貯水槽水道を使った給水設備を安全に使っていただくため、貯水槽水道の管理者は次の事項に

基づいて適正な管理を行って下さい。

●水槽の清掃

●施設の点検

●蛇口の水の定期点検

年に 1回以上、定期的に行いましょう。

マンホールの蓋の施錠や亀裂の有無、防虫網の設置などの点検を定期

的に行いましょう。

水の色や味、臭いなどに注意して、異常があれば水質検査をしましょ

う。

１．５ 鉛製給水管の状況

鉛は、軟らかく加工しやすい金属であるため、昔から給水管の材料として一般的に

使用されてきました。しかしながら、現在では長時間の滞留による水道水中への鉛の

溶出や漏水の原因となることが問題となっており、その早期解消を図っていく必要が

あります。

桜井市水道事業では、公道部及び宅地内の水道メーターまでの鉛製給水管について
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は、概ね解消しています。今後は、水道メーターから蛇口までの鉛製給水管の取替を

推進する取組を検討する必要があると考えています。

鉛製給水管の取替について

水道事業者による取替対象

道路

公道部 宅地内

水道メーター

所有者による取替対象
配水管

１．６ 水道普及率

桜井市における水道普及率（上水道または簡易水道から供給される水道を利用して

いる人の割合）は平成 20 年度末現在で 98％に達しています。ただし、地理的制約

から水道の整備が困難となっている地区も、市内の一部に残っています。

１．７ 給水圧

桜井市水道事業では地域の水需要や標高、及び水道施設の能力に応じて配水を行っ

ています。さらに、必要に応じて加圧または減圧＊操作を行っており、ほとんどの地域

で適正な水圧＊を確保していると言えます。ただし、「市民アンケート」によると、中

には水圧面で不便を感じている方もいることから、その原因の究明と対策について検

討していく必要があると考えています。
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良い時、悪い時あり

8%

出が悪い
2%

出が良すぎる

4%

問題ない
86%

問題ない 出が良すぎる 良い時、悪い時あり 出が悪い

Ｑ：蛇口から出る水の勢いはどうですか？

※ 桜井市水道事業基本計画市民アンケート



21

２．安定

２．１ 施設・管路の耐震性

外山浄水場、初瀬浄水場及び恩ヶ芝配水池（No.2）、初瀬配水池、外鎌山配水池と

いった基幹施設については、平成 21 年度に劣化調査及び耐震診断を実施しています。

その結果に基づいて、所定の健全性や耐震性が確保されていないと評価された施設

については、計画的に補修や耐震補強を実施していくことを考えています。

管路については、老朽管の更新にあわせて耐震化を図っており、平成 20 年度末現

在の耐震化率は約 20％となっています。

２．２ 渇水対策

桜井市水道事業では、水源水量の確保だけではなく、湖沼水、ダム水、地下水、奈

良県営水道といった多様な水源を有しており、水源の安定性は高いと言えます。

また、桜井市水道事業では、渇水時の体制、給水制限の実施方法、広報等について

規程した渇水対策マニュアルを策定し、渇水に備えています。

ただし、自己水源（外山浄水場、初瀬浄水場）の給水区域と県営水道の給水区域で

渇水の影響が異なることがあり、その際の公平性の確保や広報の仕方が課題となって

います。

参考業務指標＊

番号 業務指標 単位
桜井市

（平成20年度）

1001 水源利用率 % 54.0

1002 水源余裕率 % 62.1

２．３ 施設能力とバックアップ対策

浄水施設の能力に余裕がないと施設の更新や補修点検に支障を来すことになります。

「水道施設設計指針（日本水道協会）」によると「浄水場の予備力は当該浄水場の計画

浄水量の 25％程度を標準とする。」となっており、桜井市水道事業ではそれをクリア

していると言えます。

配水池の貯留能力については、時間変動調整＊と事故対応のため、一般的に一日最大

配水量に対して 0.5 日（12 時間）分以上は必要とされていますが、それについても

クリアしていると言えます。
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桜井市水道事業では地域の水需要や標高、及び水道施設の能力に応じて配水区域を

設定しており、さらに、外鎌山配水池から恩ヶ芝配水池へ送水する管路を設置し、系

統間の連絡を行っています。

この他、外山浄水場と初瀬浄水場に自家発電設備＊を設置しており、停電時において

も浄水場の運転を可能としています。

参考業務指標

番号 業務指標 単位
桜井市

（平成20年度）

2003 浄水予備力確保率 % 34.7

2004 配水池貯留能力 日 1.10

（2004） 配水池貯留能力（一日最大配水量ベース） 日 0.95

２．４ 応急給水対策

桜井市水道事業では施設や管路の事故に備えて、外山浄水場に管材や補修材などの

応急復旧用資機材を備蓄し、その管理を行っています。

また、災害発生時においても可能な限りの給水に努めるため、給水車や車載用タン

ク、ならびにポリパックといった応急給水用の設備や資機材を保有しています。

応急給水用設備、資機材等の整備状況

名称 仕様 数量
2トン車 3台
1トン車 1台

車載用タンク 1トン 2基
ポリパック 10リットル 1,000枚

給水車

給水車
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２．５ 危機管理体制

桜井市水道事業では水道における危機に備えて、初期活動や配備体制、情報連絡の

流れなど基本的な事項を定めた「危機管理対策要領」を策定しています。

さらに、危機時において、職員が各々の役割を把握するとともに迅速な対応を行え

るよう、給・配水管の単純折損事故、大規模地震発生による給・配水管の同時多発折

損事故対応及び施設被害事故、水質事故、テロなどの犯罪事故、その他緊急事故に対

応した「緊急事故対策マニュアル」を策定しています。

また、給水車の使用や高架水槽への加圧給水など年 2 回の頻度で災害訓練を実施し

ています。

この他、他事業体等と災害時の相互応援協定を締結しており、これには奈良県内の

８市で構成する「八市水道事業連絡協議会要項」、奈良県及び県内各市町村、日本水道

協会奈良県支部及び奈良県簡易水道協会で構成する「奈良県水道災害相互応援に関す

る協定」、桜井市と 7 都市（向日市、有田市、摂津市、近江八幡市、羽島市、熊野市、

出雲市）との間でそれぞれ締結している「災害時相互援助協定」があります。

この他、桜井市上下水道部ホームページにおいて、お客さまで行っていただく防災

対策についても奨励しています。

ご家庭での防災対策（桜井市上下水道部ホームページ）

災害発生直後は、給水が困難になり水道水が不足するだけでなく、食料などの物資が届く

まである程度時間がかかることが予想されます。このような万が一の事態に備えて、各ご

家庭でも避難所の確認・水や食料の備蓄・家族の集合場所や連絡方法の確認など、日ごろ

からの防災対策をお奨めします。

しかしながら、「市民アンケート」において、災害に備えたご家庭での水の備蓄につ

いて聞いたところ、「何もしていない」とお答えになった方が多い結果となっており、

さらなる啓発活動が必要と考えています。
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

何もしていない

ペットボトル水を備蓄

ﾎﾟﾘﾀﾝｸに水を備蓄

その他

Ｑ：お宅では地震などの災害に備えて水を蓄えていますか（複数回答）。

※ 桜井市水道事業基本計画市民アンケート
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３．持続

３．１ 施設・管路の老朽化

更新需要の試算結果から見てわかるように、水道施設は順次、耐用年数を迎えよう

としています。

今後、これらについて適切な維持補修により延命化を図りつつ、重要度や優先度を

考慮して、計画的かつ効率的に更新を行っていく必要があります。

一方で、次世代の負担が過大とならないよう、更新に必要な財源を確保するととも

に、水需要に応じた規模の適正化を図ることも重要と考えています。

３．２ 財政状況

収益的収支＊の推移を見ると、平成 17 年度以降、収入が支出を上回っているものの、

収入のうちの給水収益＊については平成 17 年度から減少、支出については平成 18 年

度から微減傾向にあります。なお、平成 18 年度は旧排水処理場の売却益が計上され

ているため、一時的に収入が増えています。

収益的収支の推移
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次に、収益的支出の費用内訳の推移を見ると、業務の外部委託等により人件費が小

さくなっています。この他、企業債＊利息が減少していますが、合計を見ると平成 18

年度から微減傾向にあります。

収益的支出（費用内訳）の推移
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人件費 企業債利息 減価償却費 動力費 修繕及び工事費 受水費 その他

※受託工事費、材料売却原価、特別損失を除く。

なお、桜井市水道事業では、湖沼水、ダム水、地下水といった自己水源と奈良県営

水道を有していますが、なるべくコストの安い自己水源の有効活用を図っています。

また、管路情報システム＊（マッピングシステム）を導入するなど、業務の効率化を

図っています。

３．３ 組織体制・人材育成

桜井市水道事業では、市民サービスの向上と経営の合理化を図るため、平成 21 年

度より下水道部門との統合を行っています。

現在、桜井市上下水道部の上水道部門の組織は水道総務課と水道施設課の２課体制

で、水道総務課は庶務係とお客様係で、水道施設課は浄水係、施設係、給水係、工事

係で構成されています。
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現状の組織・体制

平成 20 年度末の職員数は 18 人となっており、民間委託等により平成 16 年度の

24 人から 6 人減少しています。また、桜井市水道事業では、資格の取得の奨励や水

道管理者技術研修などの人材育成に取り組んでいますが、職員数が少ないことや比較

的年齢層の高い職員が多いため、人材の確保や水道技術の維持、継承が今後の課題と

言えます。

３．４ 水道料金

桜井市水道事業の水道料金体系は口径別逓増型二部料金制と用途別料金の併用とな

っています。これはメータの口径毎に基本料金と従量料金を定め、使用水量が多くな

るほど単価（１ｍ3あたりの料金）が大きくなるしくみになっています。

また、「市民アンケート」において、水道料金についてお聞きしたところ、電気やガ

ス料金と比較して「安い」または「妥当」と感じている方が半数近くの 45％を占め

ていますが、「高い」と感じられている方も 38％を占めています。一方で市販してい

る水（ペットボトル等）と比較した場合は、「安い」または「妥当」と感じている方が

65％を占めており、「高い」と感じられている方は 14％となっています。

今後、施設の更新等で多くの資金が必要となりますが、あわせて適正な水道料金に

ついても検討していく必要があると考えています。

（上水道部門）
職員数：18名

下水道課

給水係

工事係

市長
（水道事業管理者）

上下水道部

浄水係

施設係

水道施設課

水道総務課 庶務係

お客様係
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安い

12%

妥当

33%

高い

38%

意識していない

17%

安い 妥当 高い 意識していない

Ｑ：水道料金（下水道料金を除く）を、電気やガスの料金とくらべて、どのように思われますか。

※ 桜井市水道事業基本計画市民アンケート

安い

31%

妥当

34%

高い

14%

意識していない

21%

安い 妥当 高い 意識していない

Ｑ：水道水と市販されている水（ペットボトルの水など）を比べて、

料金（値段）の違いをどのように思われますか。

※ 桜井市水道事業基本計画市民アンケート



29

３．５ 広報・広聴活動

桜井市水道事業では小学生による浄水場の見学（平成 20 年度見学者数 331 名）

など、水道に対するお客さまの理解を深めていくための活動を実施しています。

また、平成 21 年秋には、「桜井市水道事業基本計画市民アンケート」を実施してお

り、2,000 通の発送に対して 900 通余りの回答をいただいております。この結果に

ついては、本ビジョン中にも掲載しており、今後の事業運営に活用していきたいと考

えています。

この他、ホームページを開設し、各種の情報発信を行っていますが、「市民アンケー

ト」によると 8 割程度の方が「見たことがない」と回答されています。

また、同じく「市民アンケート」において、良く知りたい情報についてお聞きした

ところ「水質」と回答された方が最も多く、次いで「浄水処理方法」、「災害対策の取

組」、「料金・メータ検針＊」の順に多くなっています。特に、「水質」や「浄水処理方

法」など水の安全性に関する情報についてのニーズが高いと言えます。

桜井市上下水道部ホームページ
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読んだことある

4%

見たことある

13%

見たことない

82%

定期的にチェック

1%

定期的にチェック 読んだことある 見たことある 見たことない

Ｑ：桜井市では、上下水道部ホームページを開設していますが、ご覧になったことがありますか。

※ 桜井市水道事業基本計画市民アンケート

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

水質

浄水処理方法

災害対策の取組

料金・ﾒｰﾀｰ検針

経営状況

節水について

工事内容・状況

その他

Ｑ：水道について、もっと良く知りたいと思うものは何ですか（複数回答）。

※ 桜井市水道事業基本計画市民アンケート
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３．６ お客さまサービス

「市民アンケート」において、サービスについてお聞きしたところ、「わからない」

または「普通」と回答された方で大半を占めていますが、中には「不満」を持ってい

る方もおられることから、その解消とさらなるサービスの向上を図っていく必要があ

ります。

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

電話での職員の対応

窓口での職員の対応

検針・点検の際の対応

水道工事での対応

サービスの総合評価

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 わからない

Ｑ：窓口等でのサービスについて、どう思われますか。

※ 桜井市水道事業基本計画市民アンケート
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４．環境

４．１ 日常の環境保全活動

桜井市では、第４次桜井市総合計画を環境面から補完し、平成 17 年（2005 年）

に制定された桜井市環境基本条例の基本理念を実現するため、市・市民・事業者・滞

在者が協働して推進していく計画として「桜井市環境基本計画」を策定しています。

この計画は、"環境にやさしいまほろばの里『桜井』"を実現するため、平成 19 年

度（2007 年度）から平成 28 年度（2016 年度）までの 10 年間を計画期間として

います。

桜井市水道事業においても、「桜井市環境基本計画」に基づき、日常の事務活動の中

で、電気・燃料の使用量削減、廃棄物の削減とリサイクル、紙の使用量の削減等に取

り組んでいます。

４．２ 電力使用と水の有効利用

水道事業では、ポンプの稼働など取水から浄水、送水の各過程において、多くの電

力を消費しています。従って、水を有効に利用することは、環境負荷の削減に寄与す

ると言えます。

桜井市水道事業では外山浄水場においてろ過池洗浄水、活性炭洗浄水及び排泥処理

施設処理水を着水井に返送し、原水として再利用しています。この他、計画的に配水

管の漏水調査を行っており、平成 20 年度には約 90km、平成 21 年度には約 80km

について実施しています。

この他、桜井市水道事業では夜間電力の活用を図り、電力負荷のピークカット＊を行

っていますが、一方で、電力使用量そのものを削減する取組も必要と考えています。

４．３ 浄水汚泥と建設副産物の抑制と再利用

浄水処理過程において水中の濁質を取り除きますが、その濁質は浄水汚泥として排

出されます。また、施設の更新時には、多くの建設副産物＊が発生します。桜井市水道

事業では、建設副産物の再資源化施設＊への搬出や再生埋戻材＊の使用などを行ってい

ますが、引き続き浄水汚泥や建設副産物の発生の抑制やリサイクルの検討が必要と考

えています。
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５．国際

一般的に、国際協力等を通じた水道分野の国際貢献として、海外からの研修生の受

け入れ、開発途上国等への技術者派遣といった取組がありますが、桜井市水道事業の

ような中小規模の水道事業体が主体となって活動を行った事例はほとんど無いと言え

ます。

ただし、今後は国、奈良県や日本水道協会、さらには市長部局と連携した国際貢献

について検討する余地があると考えています。
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水質計器



35

第第第５５５章章章 桜桜桜井井井市市市水水水道道道事事事業業業ののの将将将来来来像像像

１．基本理念

桜井市水道事業のあるべき姿として、「桜井市水道ビジョン」では、基本理念を「い

つでも安全でおいしい水が飲める」と定めました。

今後は、この基本理念に基づき、基本目標を設定し、さらにはその基本目標を達成

するための基本施策及び具体的取組を定め、計画的かつ効率的に水道事業を運営して

まいります。

２．基本目標と基本施策

水道ビジョン（厚生労働省）により、21 世紀初頭における水道事業に関する政策

課題として、「安心」、「安定」、「持続」、「環境」、「国際」の 5 つのキーワードが示さ

れています。

「桜井市水道ビジョン」の基本目標については、この 5 つのキーワードに基づき、

環境と国際を一つにまとめた次の４つを設定しました。

【【【安安安心心心】】】安全で快適な水道

【【【安安安定定定】】】災害に強い水道

【【【持持持続続続】】】健全で信頼される水道

【【【環環環境境境・・・国国国際際際】】】地球に配慮した水道

次頁に、設定した「基本理念」、「基本目標」、「基本施策」及び「具体的取組」を体

系化した図を示します。また、第 6 章では具体的取組の内容をまとめています。
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基本
理念

基本施策 具体的取組

■原水水質の把握、分析

■適正な浄水処理

■水道施設のセキュリティの強化

■浄水施設の覆蓋化の検討

■未普及地区の解消

■給水水質の把握、分析

■水道水の安全性のＰＲ

■鉛製給水管の取替を推進する取組の検討

■水質管理体制の強化

■水安全計画策定の検討

■快適な給水圧の確保に向けた取組の実施

■直結給水（階高、増圧給水）の検討

■耐震診断結果に基づいた基幹施設の耐震化

■管路の地震被害想定（被害率、被害件数）

■重要供給路線の把握

■布設替時の耐震形継手の採用

■自己水源の維持

■代替水源の検討

■系統間連絡管の検討

■隣接事業体との緊急時連絡管の検討

■応急給水資機材の備蓄

■耐震性緊急貯水槽設置の検討

■災害対策マニュアルの策定

■マニュアルに基づいた研修・訓練

■応援協定の締結、拡大

■お客様との連携と広報活動の検討

い
つ
で
も
安
全
で
お
い
し
い
水
が
飲
め
る

適正な浄水処理と
水質事故の防止

水量の確保と
バックアップ対策

応急給水対策の充実

危機管理体制の充実

安全な
給水水質の確保

水質管理体制の充実

快適な給水圧の確保と
直結給水の実施

施設・管路の耐震化

【安心】

安全で快適な
水道

【安定】

災害に強い
水道

基本目標

■水源監視の実施

■水質苦情の把握、分析

■貯水槽水道設置者への指導強化

■給水基地の整備
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基本
理念

基本施策 具体的取組

■コストの安い自己水の有効活用

■送配水システムの見直しの検討

■点検、補修、調査記録の蓄積

■施設・設備の点検、補修による延命化

■施設・設備の計画的な更新

■管体・土壌腐食性調査の実施

■管路の計画的な更新

■管路情報システムの活用

■現行委託業務の見直しと委託業務の拡大

■簡易水道との統合の検討

■中長期財政計画の策定と財源確保の検討

■水道料金体系の検討

■人材・技術力の確保、維持

■ベテラン職員の経験・知識の継承

■業務マニュアルの作成

■内部・外部研修の充実

■他市との技術提携

■職員の安全対策の検討

■ホームページの充実と積極的な情報公開

■苦情、要望の分析

■市長部局と連携した環境保全活動の実施

■浄水処理工程で発生する排水等の再利用

■ISO14001の認証取得の検討

■環境会計導入の検討

■建設副産物の発生抑制とリサイクルの検討

■浄水汚泥の発生抑制

■夜間電力の活用によるピークカット

■省エネルギー型設備の導入

■施設容量、設備能力の適正化

■自然エネルギーの導入の検討

環境保全活動の推進

廃棄物の抑制と再利用

【環境・国際】

地球に
配慮した

水道

い
つ
で
も
安
全
で
お
い
し
い
水
が
飲
め
る

アセットマネジメント
手法による

施設・管路の計画的更新

経営の健全化

人材の確保と
技術の継承

情報の提供と
お客さまニーズの把握

水源・施設の効率的運用

【持続】

健全で
信頼される

水道

基本目標

■水源及び施設能力の見直しの検討

■管路事故の把握・分析

■職員間の課題の共有

■市民アンケートの実施

■漏水調査の実施

水道分野の国際貢献 ■市長部局等と連携した国際協力の検討

省エネルギーの推進と
再生可能エネルギーの

利用
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桜井市の今後の水道に期待すること（市民アンケート）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

臭いの少ない、おいしい水

水道料金を安く

地震、災害に強い水道

渇水でも使える

経営の効率化

情報提供、ｻｰﾋﾞｽの充実

迅速な漏水修理

地球環境に配慮

赤水、濁りが出ない

水の出を良く

工事による断水を少なく

国際貢献

Ｑ：桜井市の今後の水道に期待することは、何ですか（複数回答）。

※ 桜井市水道事業基本計画市民アンケート
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第第第６６６章章章 具具具体体体的的的取取取組組組

１．【安心】 安全で快適な水道

１．１ 適正な浄水処理と水質事故の防止

安全な水道水をお届けするため、原水水質の把握、分析を行い、適正な浄水処理を

継続していきます。

また、水質事故を防止するため、水源の監視を継続して実施するとともに、水道施

設のセキュリティの強化や浄水施設の覆蓋化＊を検討します。

具具体体的的取取組組

 原水水質の把握、分析

 適正な浄水処理

 水源監視の実施

 水道施設のセキュリティの強化

 浄水施設の覆蓋化の検討

１．２ 安全な給水水質の確保

桜井市には、給水区域から遠く離れているなどの地理的制約等により、若干の水道

未普及地区が残っています。桜井市水道事業では、これまでも給水区域を拡大するな

ど未普及地区対策に取り組んできましたが、引き続きこの解消に向けた取組を行って

いきます。

この他、水道水への信頼を向上させるため、給水水質や水質に関する苦情の把握や

分析、さらには水道水の安全性のＰＲに努めます。また、水道メーターから蛇口まで

の鉛製給水管の取替を推進する取組を検討していきます。

具具体体的的取取組組

 未普及地区の解消

 給水水質の把握、分析

 水質苦情の把握、分析

 水道水の安全性のＰＲ

 鉛製給水管の取替を推進する取組の検討
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１．３ 水質管理体制の充実

お客さまに、安全でおいしい水を供給していくため、水質検査の採水地点や頻度に

ついて継続的に検討し、さらに、水質基準項目や基準値の変更にも速やかに対応でき

るよう、水質管理体制の強化に努めます。

また、貯水槽水道設置者への指導強化を図るとともに水安全計画＊の策定について検

討します。

具具体体的的取取組組

 水質管理体制の強化

 貯水槽水道設置者への指導強化

 水安全計画策定の検討

１．４ 快適な給水圧の確保と直結給水の実施

給水圧の面で不便をおかけしている地区を把握するとともに、その原因の究明と対

策を検討し、快適な給水圧の確保に努めます。

また、給水区域内の給水圧に応じて、直結給水＊方式の普及や切替を推進していくこ

とを検討します。

具具体体的的取取組組

 快適な給水圧の確保に向けた取組の実施

 直結給水（階高、増圧給水）の検討
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２．【安定】 災害に強い水道

２．１ 施設・管路の耐震化

平成 21 年度に実施した耐震診断結果に基づき浄水場、配水池等基幹施設の耐震化

を計画的に行います。

また、管路については引き続き老朽管の更新にあわせて耐震化を図っていきますが、

今後は、桜井市における想定地震や地盤条件を考慮した管路の被害想定を行うととも

に、病院等の重要施設への供給ルートについて優先的に耐震化を図るなど、管路の更

新にあわせて計画的に耐震化を図ります。

具具体体的的取取組組

 耐震診断結果に基づいた基幹施設の耐震化

 管路の地震被害想定（被害率、被害件数）

 重要供給路線の把握

 布設替時の耐震形継手の採用

２．２ 水量の確保とバックアップ対策

事故や渇水に備えて、自己水源の維持や代替水源の確保について検討するなど、水

量の確保に努めるとともに、系統間連絡管や隣接する水道事業との緊急時連絡管につ

いて検討します。

具具体体的的取取組組

 自己水源の維持

 代替水源の検討

 系統間連絡管の検討

 隣接事業体との緊急時連絡管の検討



42

２．３ 応急給水対策の充実

桜井市水道事業では施設や管路の事故に備えて、応急復旧資機材を備蓄するととも

に、給水車や車載用タンク、ならびにポリパックといった応急給水用の設備や資機材

を保有していますが、今後は、これらに加えて、給水拠点（応急給水場所）に水を溜

め置いておく可搬型の水槽や水道管から水を取り出す応急給水栓など新たな応急給水

資機材の備蓄についても検討していきます。

この他、浄水池や配水池から直接給水車やポリパック等に給水できる設備の整備（給

水基地の整備）や、耐震性緊急貯水槽＊の設置について検討していきます。

具具体体的的取取組組

 応急給水資機材の備蓄

 給水基地の整備

 耐震性緊急貯水槽設置の検討

２．４ 危機管理体制の充実

今後も、災害対策マニュアルの充実とそれに基づく研修・訓練を定期的に実施して

いきます。

また、事業体との応援協定の他に、飲料水の確保及び応急復旧に要する人員や資機

材の確保のため、メーカーや工事業者との協定の締結について検討していきます。

この他、防災活動におけるお客さまとの連携や広報活動についても検討していきま

す。

具具体体的的取取組組

 災害対策マニュアルの策定

 マニュアルに基づいた研修・訓練

 応援協定の締結、拡大

 お客さまとの連携と広報活動の検討
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３．【持続】 健全で信頼される水道

３．１ 水源・施設の効率的運用

桜井市水道事業では、引き続きコストの安い自己水源を有効に活用していきます。

ただし、今後の水需要動向や水源の水質・水量の安定性及び浄水場の老朽化に伴う

更新と浄水処理方法の見直しの必要性等を考慮しつつ、自己水源と県営水道の配分に

ついて検討し、必要に応じて水源や施設能力の見直しを図っていきます。

また、送配水運用の効率化を目指した送配水システムの見直しについて検討します。

具具体体的的取取組組

 コストの安い自己水の有効活用

 水源及び施設能力の見直しの検討

 送配水システムの見直しの検討

３．２ アセットマネジメント手法による施設・管路の計画的更新

施設・設備の点検、補修による延命化を図りつつ、これらの記録を蓄積、活用して

計画的に施設・設備の更新を進めていきます。

また、管路については水道資産のうちの大半を占めていますが、通常は地中に埋ま

っており、目視による確認ができない状況にあります。そのため、管体や土壌腐食性

調査の実施や管路事故の分析を行うなど、管路の老朽化の実態を把握し、さらに、管

路の重要度も勘案して更新優先順位を設定し、計画的に管路の更新を進めていきます。

これには、管路情報システムのデータを活用して管路更新計画を立案するなど、情

報システムの活用を図ります。

具具体体的的取取組組

 点検、補修、調査記録の蓄積

 施設・設備の点検、補修による延命化

 施設・設備の計画的な更新

 管路事故の把握・分析

 管体・土壌腐食性調査の実施

 管路の計画的な更新

 管路情報システムの活用
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３．３ 経営の健全化

現行委託業務の見直しや委託業務の拡大などさらなる経営の効率化に向けた検討を

進めていきます。また、簡易水道との統合についても検討していきます。

この他、水道施設の更新計画の策定にあわせて、中長期財政計画を策定し、補助金

の活用など財源の確保について検討します。あわせて、適正な水道料金体系について

継続的に検討します。

具具体体的的取取組組

 現行委託業務の見直しと委託業務の拡大

 簡易水道との統合の検討

 中長期財政計画の策定と財源確保の検討

 水道料金体系の検討

３．４ 人材の確保と技術の継承

新規採用や第三者委託により人材・技術力の確保、維持を図りつつ、ベテラン職員

の持つ経験や知識を継承していくしくみを構築します。その方策の一つとして、業務

マニュアルの作成を検討していきます。

また、水道事業の課題を職員間で共有していくとともに、内部・外部研修の充実や

他市との技術提携を図るなど技術力の向上に努めます。この他、危険を伴う業務に対

する職員の安全対策についても検討します。

具具体体的的取取組組

 人材・技術力の確保、維持

 ベテラン職員の経験・知識の継承

 業務マニュアルの作成

 職員間の課題の共有

 内部・外部研修の充実

 他市との技術提携

 職員の安全対策の検討
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３．５ 情報の提供とお客さまニーズの把握

今後もホームページ等を通じて積極的に情報を公開していきますが、お客さまの知

りたい情報を的確に把握し、その内容の充実に努めます。

また、市民アンケートを実施するなど、お客さまの声を聴く機会を設け、ニーズの

把握に努めていきます。

この他、日常業務で受け付けた苦情、要望を分析して、お客さまサービスの向上に

努めていきます。

具具体体的的取取組組

 ホームページの充実と積極的な情報公開

 市民アンケートの実施

 苦情、要望の分析

お客さまのニーズ（市民アンケート）

もっと良くすべき

36%

今のままで良い

56%

わからない

8%

もっと良くすべき 今のままで良い わからない

Ｑ：水道水の水質（味、におい等）をより良くすることについて、どのように思われますか。

※ 桜井市水道事業基本計画市民アンケート
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わからない

7%

値上げしてでも早期取

組

19%
対策の必要なし

4%

取り組むべきだが料

金維持

70%

値上げしてでも早期取組 取り組むべきだが料金維持 対策の必要なし わからない

Ｑ：老朽化した水道施設の更新や地震等の災害に強い施設づくりについてどのように思われますか。

※ 桜井市水道事業基本計画市民アンケート

積極的に取り組むべ

き

44%

今のままで良い

49%

わからない

7%

積極的に取り組むべき 今のままで良い わからない

Ｑ：今後の環境対策について、どのように思われますか。

※ 桜井市水道事業基本計画市民アンケート
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４．【環境・国際】 地球に配慮した水道

４．１ 環境保全活動の推進

引き続き「桜井市環境基本計画」に基づき、日常の事務活動の中で、電気・燃料の

使用量削減、廃棄物の削減とリサイクル、紙の使用量の削減等に取り組んでいきます。

また、浄水処理工程で発生する排水等の再利用や漏水調査を継続的に実施し、水の

有効利用を図ります。

この他、ISO14001＊の認証取得や環境会計＊の導入について検討していきます。

具具体体的的取取組組

 市長部局と連携した環境保全活動の実施

 浄水処理工程で発生する排水等の再利用

 漏水調査の実施

 ISO14001 の認証取得の検討

 環境会計導入の検討

４．２ 廃棄物の抑制と再利用

施設の更新時には、多くの建設副産物が発生することが予想されることから、それ

にあわせて、建設副産物の発生の抑制やリサイクルについても検討していきます。

浄水汚泥についても、なるべく濁質の少ない深井戸の有効活用を図るなど、発生の

抑制に努めていきます。

具具体体的的取取組組

 建設副産物の発生抑制とリサイクルの検討

 浄水汚泥の発生抑制
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４．３ 省エネルギーの推進と再生可能エネルギーの利用

引き続き、夜間電力の活用を図り、電力負荷のピークカットに努めます。

この他、省エネルギー型設備の導入や施設容量、設備能力の適正化、太陽光等の自

然エネルギーの利用など、水道施設における電力使用量の削減に向けた対策を検討し

ていきます。

具具体体的的取取組組

 夜間電力の活用によるピークカット

 省エネルギー型設備の導入

 施設容量、設備能力の適正化

 自然エネルギーの導入の検討

４．４ 水道分野の国際貢献

水道分野の国際貢献について、市長部局等と連携した国際協力の取組を検討してい

きたいと考えています。

具具体体的的取取組組

 市長部局等と連携した国際協力の検討
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第第第７７７章章章 桜桜桜井井井市市市水水水道道道ビビビジジジョョョンンンののの推推推進進進

１．桜井市水道ビジョンのフォローアップ

「桜井市水道ビジョン」で掲げた目標や取組については、各取組に応じた実施計画

を策定した上で、ＰＤＣＡサイクルに基づき計画的、効率的に推進していきます。ま

た、概ね 3 年毎に、目標達成度やお客さま満足度を確認し、水道を取り巻く環境の変

化にも考慮しつつ、水道ビジョンの改善を図っていきます。

取組の着実な遂行
進捗管理

チェック
新たなニーズ

桜井市水道事業桜井市水道事業

おお 客客 ささ まま

水道ビジョン水道ビジョン

PDCAサイクルPDCAサイクル

取組の推進
（Do）

目標達成度及び
お客さま満足度の確認

（Check）

実施計画の策定
（Plan）

【ビジョンの見直し】

改善策の検討
（Action）

取組の着実な遂行
進捗管理

チェック
新たなニーズ

桜井市水道事業桜井市水道事業

おお 客客 ささ まま

水道ビジョン水道ビジョン

PDCAサイクルPDCAサイクルPDCAサイクルPDCAサイクル

取組の推進
（Do）

目標達成度及び
お客さま満足度の確認

（Check）

実施計画の策定
（Plan）

【ビジョンの見直し】

実施計画の策定
（Plan）

【ビジョンの見直し】

改善策の検討
（Action）
改善策の検討
（Action）
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２．実施スケジュール

第６章に示した具体的取組の実施スケジュールを次に示します。このスケジュール

に基づいて、各取組を推進していきます。

【【【安安安心心心】】】安全で快適な水道

Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期

2010～2012 2013～2015 2016～2030

（H22～H24） （H25～H27） （H28～H42）

原水水質の把握、分析

適正な浄水処理

水源監視の実施

水道施設のセキュリティの強化

浄水施設の覆蓋化の検討 検討

未普及地区の解消

給水水質の把握、分析

水質苦情の把握、分析

水道水の安全性のＰＲ

鉛製給水管の取替を推進する取組の検討 検討

水質管理体制の強化

貯水槽水道設置者への指導強化

水安全計画策定の検討 検討

快適な給水圧の確保に向けた取組の実施

直結給水（階高、増圧給水）の検討 検討

基本施策

適正な浄水処理と
水質事故の防止

安全な給水水質の
確保

水質管理体制の
充実

快適な給水圧の
確保と直結給水の

実施

検討結果に基づいて実施へ

継続して実施

継続して検討（検討結果に基づいて実施へ）

継続して検討（検討結果に基づいて実施へ）

継続して実施

継続して実施

継続して実施

検討結果に基づいて実施へ

検討結果に基づいて実施へ

具体的取組

継続して検討（検討結果に基づいて実施へ）

検討結果に基づいて実施へ

継続して実施

継続して実施

継続して実施

継続して実施

【【【安安安定定定】】】災害に強い水道

Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期

2010～2012 2013～2015 2016～2030

（H22～H24） （H25～H27） （H28～H42）

耐震診断結果に基づいた基幹施設の耐震化

管路の地震被害想定（被害率、被害件数） 検討

重要供給路線の把握 検討

布設替時の耐震形継手の採用

自己水源の維持

代替水源の検討 検討

系統間連絡管の検討 検討

隣接事業体との緊急時連絡管の検討 検討

応急給水資機材の備蓄 検討

給水基地の整備 検討

耐震性緊急貯水槽設置の検討 検討

災害対策マニュアルの策定

マニュアルに基づいた研修・訓練

応援協定の締結、拡大 検討

お客様との連携と広報活動の検討 検討

基本施策

施設・管路の
耐震化

水量の確保と
バックアップ対策

（管路の計画的更新へ）

応急給水対策の
充実

危機管理体制の
充実

検討結果に基づいて実施へ

検討結果に基づいて実施へ

検討結果に基づいて実施へ

検討結果に基づいて実施へ

検討結果に基づいて実施へ

具体的取組

継続して実施

継続して実施

継続して実施

検討結果に基づいて実施へ

（管路の計画的更新へ）

継続して実施

継続して実施

検討結果に基づいて実施へ

検討結果に基づいて実施へ
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【【【持持持続続続】】】健全で信頼される水道

Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期

2010～2012 2013～2015 2016～2030

（H22～H24） （H25～H27） （H28～H42）

コストの安い自己水の有効活用

水源及び施設能力の見直しの検討 検討

送配水システムの見直しの検討 検討

点検、補修、調査記録の蓄積

施設・設備の点検、補修による延命化

施設・設備の計画的な更新 検討

管路事故の把握・分析

管体・土壌腐食性調査の実施 検討

管路の計画的な更新 検討

管路情報システムの活用

現行委託業務の見直しと委託業務の拡大

簡易水道との統合の検討
検討結果に

基づいて実施へ

中長期財政計画の策定と財源確保の検討

水道料金体系の検討

人材・技術力の確保、維持

ベテラン職員の経験・知識の継承

業務マニュアルの作成

職員間の課題の共有

内部・外部研修の充実

他市との技術提携 検討

職員の安全対策の検討 検討

ホームページの充実と積極的な情報公開

市民アンケートの実施

苦情、要望の分析

継続して検討（検討結果に基づいて実施へ）

検討

継続して実施

検討結果に基づいて実施へ

検討結果に基づいて実施へ

継続して実施

検討結果に基づいて実施へ

検討結果に基づいて実施へ

継続して実施

継続して検討（検討結果に基づいて実施へ）

基本施策

アセットマネジメント
手法による
施設・管路の
計画的更新

経営の健全化

人材の確保と
技術の継承

情報の提供と
お客さまニーズの

把握

水源・施設の
効率的運用

具体的取組

継続して実施

検討結果に基づいて実施へ

検討結果に基づいて実施へ

継続して実施

継続して実施

検討結果に基づいて実施へ

継続して検討（検討結果に基づいて実施へ）

継続して検討（検討結果に基づいて実施へ）

継続して実施

継続して実施

継続して実施

継続して実施

継続して実施

継続して実施

【【【環環環境境境・・・国国国際際際】】】地球に配慮した水道

Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期

2010～2012 2013～2015 2016～2030

（H22～H24） （H25～H27） （H28～H42）

市長部局と連携した環境保全活動の実施

浄水処理工程で発生する排水等の再利用

漏水調査の実施

ISO14001の認証取得の検討 検討

環境会計導入の検討 検討

建設副産物の発生抑制とリサイクルの検討

浄水汚泥の発生抑制 検討

夜間電力の活用によるピークカット

省エネルギー型設備の導入

施設容量、設備能力の適正化 検討

自然エネルギーの導入の検討 検討

水道分野の国際貢献 市長部局等と連携した国際協力の検討 検討

廃棄物の抑制と
再利用

省エネルギーの
推進と再生可能
エネルギーの利用

基本施策

検討結果に基づいて実施へ

環境保全活動の
推進

具体的取組

検討結果に基づいて実施へ

継続して実施

継続して実施

継続して実施

検討結果に基づいて実施へ

継続して実施

検討結果に基づいて実施へ

検討結果に基づいて実施へ

検討結果に基づいて実施へ

継続して実施

継続して実施
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水道お客さまセンター
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付付付録録録：：：用用用語語語集集集
※頁欄の数字は本文中にあらわれる「*」印の付いた語句の頁を示しています。

ああ行行

語句 頁 説明

ＩＳＯ１４００１ 47

ISO14001 は国際標準化機構（ISO）で制定された環境
マネジメントシステムの規格（ISO14000s）のうち、環
境マネジメントシステムを構築するための要求事項が規
定されたものです。また、ISO14001 は組織が規格に適
合した環境マネジメントシステムを構築しているかどう
か、審査登録を行うために用いられます。

浅井戸 6
不圧地下水（自由面地下水）を取水する井戸のことで、一
般的に深度は 10～30m 以内の比較的浅い地下水を汲み
上げることから、浅井戸と呼ばれています。

アセットマネジメント 12

施設のライフサイクルコスト（施設整備から維持管理まで
全体にかかる費用）を考慮し、適切な時期に改修を行い耐
用年数の延命を図り、施設全体として将来も含む総コスト
の縮減を図っていこうとするものです。

一日最大給水量 11 年間の一日給水量のうち最大のものをいいます。

かか行行

語句 頁 説明

活性炭処理 6
浄水処理において通常の凝集・沈澱・濾過で除去できない
溶解性の有機物を、活性炭を用いて吸着除去する方法をい
います。

環境会計 47

事業活動での環境保全のために投じたコストと、その活動
によって得られた効果をできる限り定量的に測定する会
計手法のことです。企業の利害関係者などに、環境保全に
投資したコストやその成果などを情報公開し、経営に活か
す経営管理ツールとしての役割が期待されています。

簡易水道事業 1

計画給水人口が5,000人以下である水道によって水を供
給する水道事業をいいます（水道法３条３項）。施設が簡
易ということではなく、計画給水人口の規模が小さいもの
を簡易と規定したものです。

なお、桜井市の簡易水道事業は、一般会計により運営され
ており、公営企業会計により運営している上水道事業と経
営が別となっています。
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かか行行（（つつづづきき））

語句 頁 説明

緩速ろ過 7

１日 4～5m の遅い速度でろ過し、そのとき砂層表面や砂
層内部に増殖した藻類や細菌などの生物によってつくら
れた粘質の膜（生物ろ過膜）によって水中の不純物を除去
する方法をいいます。

管路情報システム 26
地図上に水道管路に関する様々な情報を重ね合わせて表
示・編集したり、高度な分析や迅速な判断を可能にするシ
ステムのことをいいます。

企業債 26

地方公営企業が行う建設、改良等に要する資金に充てるた
めに起こす地方債（地公企法 22 条）のことをいいます。
一般会計債との違いは、企業の建設、改良等に要する経費
は同意または許可されればすべて起債の対象となること、
収益を生ずる施設投資のための起債であり、償還費は料金
により回収されることなどがあげられます。

給水 1
給水申込者に対し、水道事業者が布設した配水管より直接
分岐して、給水装置を通じて必要とする量の飲用に適する
水を供給することをいいます。

給水収益 25

水道事業会計における営業収益の一つで、公の施設として
の水道施設の使用について徴収する使用料をいいます。水
道事業収益のうち、最も重要な位置を占める収益です。通
常、水道料金として収入となる収益がこれに当たります。

急速ろ過 6
原水を薬品により凝集沈澱処理して濁質物質をできるだ
け除去したのち、急速ろ過池で１日 120～150m のろ過
速度でろ過する方法をいいます。

凝集沈澱 6
急速ろ過方式における重要な前処理方法で、薬品の力を借
りて凝集と沈澱を行う方法をいいます。

業務指標（ＰＩ） 21

(社)日本水道協会が平成 17 年 1 月に制定した「水道事業
ガイドライン」に基づく指標で、水道事業全体を網羅した
6 つの分野（安心、安定、持続、環境、管理、国際）につ
いて 137 項目の指標が示されています。

クリプトスポリジウム 15

腸管に感染して下痢を起こす病原微生物で、水系感染する
ことが認識されています。平成８年６月に埼玉県越生町で
水道水が原因となった大規模な集団感染を引き起こした
ことから、その対策の重要性が認識され、厚生省（当時）
は「水道におけるクリプトスポリジウム暫定対策指針」を
全国に通知し、濁度 0.1 度以下での濾過水管理などの対
策を取ることを求めています。

減圧 19
給水区域内の高低差によって水圧が高すぎる場合に減圧
弁等を用いて適正動水圧を維持することをいいます。
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かか行行（（つつづづきき））

語句 頁 説明

建設副産物 32

建設工事に伴い副次的に得られたすべての物品であり、そ
の種類としては、「工事現場外に搬出される建設発生土」、
「コンクリート塊」、「アスファルト・コンクリート塊」、
「建設発生木材」、「建設汚泥」、「紙くず」、「金属く
ず」、「ガラスくず・コンクリートくず（工作物の新築、
改築又は除去に伴って生じたものを除く。）及び陶器くず」
又はこれらのものが混合した「建設混合廃棄物」などがあ
ります。

検針 29
使用水量を算定するために水道メータの指示値を調査す
ることをいいます。

混和池 6
凝集剤を注入した後に直ちに急速な攪拌を与え、凝集剤を
原水中に均一に行き渡らせるための混和を行う池のこと
をいいます。

ささ行行

語句 頁 説明

再資源化施設 32
建設副産物を建設工事等の資材または材料として利用で
きるようにする施設をいいます。

再生埋戻材 32
埋戻しに使用する土砂などの材料のことを埋戻材といい、
特に建設現場から発生した土砂をリサイクルしたものを
再生埋戻材といいます。

自家発電設備 22

電力会社から供給を受ける電力とは別に、事業所内で必要
な電力を自前で賄うための発電設備をいいます。非常用と
常用があり、使用機関は主にディーゼルとガスタービンで
す。非常用は、電力会社からの電源供給が途絶えた時や、
受変電設備の故障時などの非常用電源として、電力を確保
するために設置します。

時間変動調整 21
一定している配水池への流入量と時間変動する配水池か
らの流出量との差を調整することをいいます。

自然流下 9
ポンプ等の動力を使わずに、位置エネルギーを利用して水
を流下させることをいいます。

指標菌 15

微生物指標として利用する細菌あるいは細菌群である指
標細菌を指します。従来、水の一般的な汚染を知る目的で
は一般細菌が用いられ、糞便汚染を知る目的では大腸菌
群、糞便性大腸菌群、糞便性連鎖球菌などが用いられてい
ます。
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ささ行行（（つつづづきき））

語句 頁 説明

収益的収支 25

企業の経常的経営活動に伴って発生する収入とこれに対
応する支出をいいます。収益的収入には給水サービスの提
供の対価である料金などの給水収益のほか、土地物件収
益、受取利息などを計上し、収益的支出には給水サービス
に必要な人件費、物件費、支払利息などを計上します。

臭気物質 15

水道水の臭味（臭気及び味）が異常な場合の原因となる物
質を指します。特に富栄養化した水源によるカビ臭の問題
が注目されており、ジェオスミン、2-メチルイソボルネ
オールが臭気物質として確認されています。また、塩素処
理をすると不快な臭気がでるフェノール類やアミン類も
あります。

取水 6
地表水、河川水、湖沼水及びダム水、地下水から適切な取
水施設を使い原水を取り入れることをいいます。

受水 6
水道事業者が、水道用水供給事業から浄水（水道用水）の
供給を受けることをいいます。

浄水 6

河川、湖沼、地下水などから取水した原水は、種々の物質、
生物、細菌などが含まれているため、これらの水中に含ま
れている物質などを取り除き、飲料用に供するための適切
な処理を行うことをいいます。

上水道事業 1
水道事業のうち簡易水道事業以外の、計画給水人口が
5,000 人を超える事業をいいます。

消毒副生成物 15

水道水の消毒には塩素が用いられていますが、この塩素と
水中の有機物とが反応し、人体に有害であるトリハロメタ
ンなどの有機塩素化合物を生成することがわかっていま
す。このような消毒によって生成する副生成物を消毒副生
成物と呼んでいます。

水圧 19

配水施設から給水区域へ供給される水圧のことを指し、一
般に配水管に作用する動水圧で示されます。水道施設設計
指針では３階、４階及び５階建てに対する標準的な最小動
水圧は 0.2～0.25MPa、 0.25～0.3MPa 及び 0.3～
0.35MPa 程度としています。

水質基準項目 17
水道法で検査が義務付けられている水質項目をいい、平成
21 年度現在で 50 項目あります。

水質管理目標設定項目 17
将来にわたり水道水の安全性の確保等に万全を期する見
地から水質基準項目を補完する意味合いで定められてい
る水質項目をいい、平成21年度現在で28項目あります。

水道事業 1
計画給水人口が 100 人を超える水道により、水を供給す
る事業をいいます。
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ささ行行（（つつづづきき））

語句 頁 説明

水道ビジョン 1

厚生労働省により平成 16 年 6 月に策定、公表された、
今後の水道に関する重点的な政策課題とその課題に対処
するための具体的な施策及びその方策、行程等を包括的に
示したものです。その後、施策目標の達成状況及び各施
策・方策の進捗状況について適宜レビューを実施し、平成
20 年 7 月にそのレビューの結果に基づき、改訂されてい
ます。

水道法 17

明治 23 年（1890 年）に制定された水道条例に代わる
水道法制のことをいい、水道により清浄で豊富、低廉な水
の供給を図ることによって、公衆衛生の向上と生活環境の
改善とに寄与することを目的としています。

石綿セメント管 10

石綿繊維（アスベスト）、セメント、硅砂を水で練り混ぜ
て製造したもので、アスベストセメント管、石綿管とも呼
ばれます。長所としては耐食性、耐電食性が良好であるほ
か、軽量で、加工性が良い、また価格が安いなどがあげら
れますが、一方、強度面や耐衝撃性で劣るなどの短所があ
ります

送水 10
浄水場で、処理された浄水を配水池などまで、管路などに
よって送ることをいいます。

たた行行

語句 頁 説明

耐震形継手 10

地震や地殻変動に対する安全性を高めるために、地盤の変
動に対して順応できる、大きな伸縮性と離脱防止機能を有
した継手のことをいいます。ダクタイル鋳鉄管の耐震形継
手には S 形、SⅡ形、NS 形、US 形、UF 形、KF 形、P
Ⅱ形などがあります。なお、「管路の耐震化に関する検討
会報告書」（平成 19 年：厚生労働省）によると、良好な
地盤においては、K 形継手も十分な耐震性能を満たすも
のとされています。

耐震性緊急貯水槽 42
地震対策として応急給水を確実に実施するために、地震時
の外圧等に対し、十分な耐震、耐圧設計によって築造され
た飲料水を貯留する施設のことをいいます。

ダクタイル鋳鉄管 10

ダクタイル鋳鉄は、鋳鉄に含まれる黒鉛を球状化させたも
ので、鋳鉄に比べ、強度や靭性に豊んでいます。ダクタイ
ル鋳鉄管は施工性が良好であるため、現在、水道用管とし
て広く用いられています。
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たた行行（（つつづづきき））

語句 頁 説明

濁度 15

水の濁りの程度をいいます。水道において、原水濁度は浄
水処理に大きな影響を与え、浄水管理上の最も重要な指標
の一つとなっています。また、給水栓中の濁りは、給・配
水施設や管の異常を示すものとして重要です。水道水質基
準では「２度以下であること」とされています。

脱炭酸処理 6

水中に炭酸ガス（CO2）を多量に含む場合は、腐食性が
高く、コンクリートの劣化、金属配管からの金属イオンの
溶出による水質障害や給配水管からの鉄の溶出による赤
水の発生の原因となります。これらの障害を除く方法とし
ては、エアレーション設備によって水中の遊離炭酸を除去
して pH 値を上昇させる方法などがあります。

着水井 6
浄水場などへ流入する原水の水位動揺を安定させ、水位調
節と流入量測定を行うために設ける池あるいはマス（桝）
のことをいいます。

貯水槽水道 18

水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であ
って、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみ
を水源とするものをいいます。簡易専用水道及び受水槽の
有効容量 10m3以下のもの（いわゆる小規模貯水槽水道）
の総称となります。

直結給水 40

需要者の必要とする水量、水圧が確保できる場合に、配水
管の圧力を利用して給水する方式をいいます。配水管圧力
だけで末端まで給水する直結直圧式給水と、配管途中に増
圧設備を挿入して末端までの圧力を高めて給水する直結
増圧式給水があります。

導水 10 原水を取水施設から浄水場まで送ることをいいます。

トリハロメタン 15

メタン（CH4）の水素原子３個が、塩素、臭素、あるい
はヨウ素に置換された有機ハロゲン化合物の総称のこと
をいいます。水道水中のトリハロメタンは、水道原水中に
存在するフミン質などの有機物を前駆物質として、塩素処
理によって生成します。なかでもクロロホルムは発癌物質
であることが明らかとなっています。



59

はは行行

語句 頁 説明

配水 4
浄水場において製造された浄水を、水圧、水量、水質を安
全かつ円滑に需要者に輸送することをいいます。

ピークカット 32

日中の電力使用量を減らして夜間電力を活用することに
より、１日の中の電力負荷の変動を平らにする取組をいい
ます。これは、電力費を減らすことだけではなく、二酸化
炭素排出量の多い石油火力発電所の電力を減らすことに
もつながり、地球温暖化対策という観点からも重要といえ
ます。

深井戸 6
被圧地下水を取水する井戸をいいます。深さは、30m 以
上のものが多く、600m 以上に及ぶこともあります。

覆蓋化 39
外部からの異物の混入を防ぐため、沈澱池やろ過池を蓋で
覆うことをいいます。

フロック形成池 6

沈澱処理の前処理としてフロック形成を行うための池の
ことをいいます。フロックを成長させるための緩速攪拌を
行うために、フロキュレータなどの機械を用いる方式と水
流の損失水頭を攪拌エネルギーとして利用する迂流式な
どがあります。

まま行行

語句 頁 説明

水安全計画 40

WHO（世界保健機関）では、食品製造分野で確立されて
いる HACCP の考え方を導入し、水源から給水栓に至る
各段階で危害評価と危害管理を行い、安全な水の供給を確
実にする水道システムを構築する「水安全計画」(Water
Safety Plan；WSP)を提唱しています。厚生労働省にお
いて、この水安全計画の策定を推奨することとし、水安全
計画策定のためのガイドラインを作成しています。
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